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八街市公式Ｘ（旧ツイッター）運用方針

１．目的

本方針は、八街市の公式Ｘ（https://twitter.com/yachimata_city）のアカウ

ント（以下、「八街市公式Ｘ」という。）の適正な運用を図るために必要な事項

を定めるものとする。

２．基本方針

八街市公式Ｘは、市の取り組みやイベント等の行政情報のほか、市内の出来事

と、市の魅力などを発信することを通じ利用者に八街市の理解を深めていただく

とともに、利用者の利便性を高めることを目的とする。

また、八街市公式Ｘは、原則として返信等は行わない。

３．適用方法

八街市公式Ｘは、八街市総務部秘書広報課が以下のとおり運用する。

（１）発信する情報

八街市公式Ｘでは次の情報を発信する。

・市政情報、イベント情報

・緊急情報

・その他、市の魅力やお知らせなどの情報

（２）緊急時等における対応

平時と異なる対応が必要とされる場合は、市民のニーズに応え、それらの対応

に資する観点から、政府機関等の発信する関連情報についても、必要に応じてフ

ォロー及びリポスト等を行う。

４．運用管理者

（１）八街市公式Ｘの適切な運用を図るため、八街市公式Ｘ運用管理者（以下「運

用管理者」という）を置く。

（２）運用管理者は、秘書広報課長をもって充てる。

（３）運用管理者は、次に揚げる業務の管理を行う。

・八街市公式Ｘに不具合などが発生した際の連絡調整に関すること

・八街市公式Ｘのアカウント及びＩＤ・パスワード管理に関すること

・その他、この運用方針に定めのない八街市公式Ｘ運用全般に関すること

５．情報発信者

（１）八街市公式Ｘの適切な運用を図るため、八街市公式Ｘの情報発信者（以下

「情報発信者」という）を置く。
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（２）情報発信者は、秘書広報課職員または運用管理者が承認した職員を充てる。

６．遵守事項

情報発信者は、次の各号に揚げる事項の遵守に努めなければならない。

（１）地方公務員法をはじめとする関係法令及び服務に関する規程を遵守するこ

と。

（２）八街市公式Ｘを業務目的外に使用しないこと。

（３）守秘義務の遵守および、意思形成過程における情報の取り扱いに留意する

こと。

（４）発信する情報を正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬ

よう留意すること。

７．免責事項

・八街市公式Ｘの掲載情報の正確性については、万全を期しているが、八街市は

利用者が八街市公式Ｘの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うも

のではない。

・八街市は、ユーザーにより投稿された八街市公式Ｘに対する、「リプライ」、

「リポスト」、「コメント」等について一切責任を負わない。

・八街市は、八街市公式Ｘに関連して、ユーザー間またはユーザーと第三者間で

トラブルや紛争が発生した場合であっても、一切責任を負わない。

・コメント等の投稿にかかる著作権等は、当該投稿を行ったユーザー本人に帰属

するが、投稿されたことをもって、ユーザーは八街市に対し、投稿コンテンツを

全世界において無償で非独占的に使用する権利を許諾したものとし、かつ、八街

市に対して著作権等を行使しないことに同意したものとする。

８．禁止事項

情報発信者は、八街市公式Ｘにおいて次の各号に揚げる情報の発信をしてはな

らない。

（１）法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがあるもの

（２）特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの

（３）政治、宗教活動を目的とするもの

（４）著作権、商標権、肖像権など八街市または第三者の知的所有権を侵害する

もの

（５）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの

（６）人種、思想、信条等の差別または差別を助長させるもの

（７）本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害す

るもの
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（８）他のユーザー、第三者等になりすますもの

（９）有害なプログラム等

（10）わいせつな表現などを含む不適切なもの

（11）八街市の発信する内容の一部または全部を改変するもの

（12）八街市の発信する内容に関係ないもの

（13）その他運用管理者が不適切と判断する情報

９．著作権について

八街市公式Ｘに掲載している個々の情報（文章、写真、画像など）に関する著

作権は八街市に帰属する。

また、八街市公式Ｘの内容について、私的使用または引用等著作権法上認めら

れた行為を除き、八街市に無断で転載等を行うことはできない。引用等を行う際

は適宜の方法により、必ず出所を明示する。

10．運用方針の周知、変更等

運用方針の内容は八街市公式 Web サイトに掲載する。また、本方針は必要に応

じて事前に告知なく変更するものとする。

11．その他

この運用方針に定めるもののほか、新たに規定すべき事項、あるいは改定すべ

き事項が発生した時には、運用管理者がこれを定め、本方針を仮定することとす

る。

附則

この運用方針は、令和２年２月３日から実施する。

この運用方針は、令和５年１１月１日から実施する。


